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消費生活センターでは、消費生活相談員が、消費
生活におけるさまざまなトラブル（悪質商法・契
約・解約・サービスの利用・商品トラブルなど）に
関する相談をお受けし、消費者が自主解決でき
るように助言やより専門的な相談機関へのあっ
せんを行っています。

ご相談は、原則として契約者等当事者の方ご本人からご相談ください。
ご相談にあたり、氏名、住所、電話番号等個人情報をお聞きします。これは、相談業務を円
滑に進めるほか、相談後の業者対応について情報提供を行ったり、国のデータベースに登
録し、今後の同様なトラブルへの対応などに活用します。なお、個人情報をお伝えいただ
けない場合、具体的な提案ができないことがありますのでご了承ください。
ご相談の前に、出来る範囲で結構ですので内容を簡潔にまとめておくと相談がスムーズ
です。また、契約書やパンフレット、インターネット関連のトラブルの場合は画面の印刷物
やアドレスのメモなど、相談の資料があればあらかじめご用意の上ご相談ください。
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